
3-3 相手国分担事業の概要 

 本計画の実施によるインド国側の分担範囲は次の通りである。 

相手国側の負担事項 

(1) 本プロジェクトの実施期間中、一時的に事務所として使用する場所を医療施設内に提供す

ること。 

(2) 本計画に必要な周辺基盤（電力・水供給、排水、その他の施設）について機材据付までに

整備・提供し、新機材の設置予定場所にある現有機材を撤去すること。 

(3) 本計画により調達される機材について、迅速な陸上げ、通関、国内の輸送のために必要な

便宜を供与すること。 

(4) 本計画実施に係わる任務のためのインド国内に滞在する日本国民に対し、所得税およびそ

の他の賦課税の支払いを免除すること及び本計画により調達される機材の輸入免税許可

書類を機材の到着前に手配し、無税通関が可能となるようにすること。 

(5) 本計画の実施に必要な機材の持ち込み及び役務の供与に携わる日本国民のインド国にお

ける滞在について、必要な便宜を供与し、またその安全を確保すること。 

(6) 銀行取り極めに基づき、外国為替を取り扱う日本の銀行に銀行取極手数料、支払い授権書

発行の手数料を支払うこと。 

(7) 無償資金協力により調達される機材等を適切かつ有効に維持管理し、使用すること。また、

そのために必要な予算、要員等の確保を行うこと。 

(8) 本協力対象施設のうちサー･ジェイ･ジェイ病院の空調設備(空調器・除湿器)の整備費用と

カマ･アンド･アルブレス母子病院の空調設備及びＸ線室における放射線漏洩保護工事(但

し、部材は本事業の調達品に含む)及びその費用を負担すること。 

(9) 無償資金協力により調達される機材等を適切かつ有効に維持管理し、その利用および維持

管理状況を定期的に日本国政府に報告すること。 

(10) 本計画の実施に必要であるが日本の無償資金協力による負担ができない経費について、そ

の全てを負担すること。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 
 

 本プロジェクトで調達が予定される機材は、そのすべてが計画対象施設で、現在活動中の機材

の更新または補充であることから、運営・維持管理面で問題は生じないと判断する。但し、下記

の機材については保守維持管理に専門的な技術が必要とされることから、機材を長期間良い状態

で使用するため、メーカー代理店との保守サービス契約を締結すべきであると考える。各計画対

象施設は同契約のための費用を確保することを推奨する。 

 

 

 

サー・ジェイ・ジェイ病院

機材名 台数
保守ｻｰﾋﾞｽ
契約内容

契約条件
年間

契約金

生化学分析装置 1
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

15万円

超音波診断装置（ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ） 1
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

12万円

超音波診断装置 1
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

25万円

移動型Ｘ線診断装置 2
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

20万円

外科用CアームX線TV撮影装置 2
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

40万円

合計 112万円

カマ・アンド・アルブレス母子病院

機材名 台数
保守ｻｰﾋﾞｽ
契約内容

契約条件
年間

契約金

超音波診断装置（ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ） 2
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

24万円

超音波診断装置 1
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

25万円

移動型Ｘ線診断装置 1
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

10万円

透視撮影用X線撮影装置 1
年2回の定期点検および
故障時の修理

部品代は別途費用
とする

45万円

合計 104万円

表 3-8　年間保守サービス費用
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3-5 プロジェクト概算事業費 

3-5-1 概算事業費 

 日本の無償資金協力により本計画を実施する場合に必要な事業費の総額は、約 7.60 億円とな

る。概算条件に基づく経費内訳は次の通りである。 

1) 積算条件 

1. 積算条件 ： 平成 15 年 2 月 

2. 為替交換レート ： 1US$=120.70 円 

  1 ユーロ=122.86 円 

  1 ルピー=2.70 円 

3. 施工期間 ： 実施設計、機材調達、施工に要する期間は約17.0ヵ月を見込む。 

4. その他 ： 本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施される

ものとする。 

 

2) 日本国側負担 

事 業 区 分 金  額 

総 事 業 費 7.60 億円 

 機 材 費 

設計監理費 

7.07 億円 

0.53 億円 

 

3) インド国側負担経費 

表 3-9 Ｘ線室の放射線漏洩防護工事費 

金  額 
改 修 施 設 

日本円 ルピー 

カマ･アンド･アルブレス母子病院 85,050 31,500 

 

表 3-10 空調器及び除湿器の整備費用 

金  額 
整 備 施 設 

日本円 ルピー 

サー･ジェイ･ジェイ病院   

 超音波室 50,000 18,500 

 臨床検査室 50,000 18,500 

カマ･アンド･アルブレス母子病院   

 Ｘ線室 50,000 18,500 

合   計 150,000 55,500 
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3-5-2 運営・維持管理費 

 本プロジェクトでは計画対象施設の医療機材の量的不足を補うため一部同等機材の新規調達

を計画した。 

 これら機材の保守部品、消耗品等の追加で発生する運営・維持管理費用(年間)は次のとおり。 

 

表 3-11 計画実施にともなう追加運営・維持管理費 

機材補充にともなう 

追加運営･維持管理費 施設名 

日本円 ルピー（百万） 

サー･ジェイ･ジェイ病院 3,140,000 1.16 

カマ･アンド･アルブレス母子病院 1,305,000 0.48 

合計 4,445,000 1.64 

出典：保健家族福祉省資料 

 
 保健家族福祉省の 2002 年度予算は、約 488.2 億円（181 億ﾙﾋﾟｰ）である｡本計画で新たに必要

とされる維持管理費は約 445 万円（1.64 百万ﾙﾋﾟｰ）で、予算総額の 0.091％と微細である。 

 また、本年度両病院に歳出された維持管理費は、約 2,457 万円（9.1 百万ﾙﾋﾟｰ）であったが、

保健家族福祉省は機材に対する維持管理の認識をあらたにし、次年度よりグラント医科大学全体

に 12,150 万円（45 百万ﾙﾋﾟｰ）の予算割当を決めており、この内の 45％強(約 5,500 万円/20.3

百万ﾙﾋﾟｰ)が両病院に充てられることから今後のインフレ率、年約 4％（2000 年～2001 年）を勘

案しても約 90％以上の伸びが見られる。 

 

 以上のことから機材調達にともなう維持管理費の増加分はインド国が対応できる範囲内にあ

ると判断する。 

 

 また、有料診療による収入金額[サー･ジェイ･ジェイ病院：約 8,000 万円(約 2,950 万ﾙﾋﾟｰ)、

カマ･アンド･アルブレス母子病院：約 877 万円（約 325 万ﾙﾋﾟｰ）＝2002 年実績]については全額

機材の保守費用、消耗品の購入費用などを含む施設運営予算にあてることが承認されている。本

協力対象事業において、機材が整備され受診患者数が増加することになれば、これら機材の維持

管理費を含む施設運営費の確保は収入分からも可能と考えられる。 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 



第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

1）直接効果 

① 計画対象施設に通院可能なムンバイ市及びその隣接地域の住民（約 1,300 万人）に対する

早期診療・早期治療等の医療サービス体制の充実が期待される。 

② カマ･アンド･アルブレス母子病院において、老朽化等により使用不能・不調な状況にある

母子保健関連の医療機材整備を通じて、年間約 10 万人（2002 年度の治療患者数）の産婦人

科の患者及び年間約 800 人の未熟児へ適切・迅速かつ安価な医療サービスが提供される。 

③ ｢マ｣州のトップ・レファラル施設であるサー・ジェイ・ジェイ病院において、老朽化等に

より量的に不足している産婦人科関連の医療機材及び基本的な医療サービスに必須な機材

の整備により、医療サービス体制の強化が図られる。これにより、年間約 30,000 人の産婦

人科疾患の患者を含む重症患者及び同約 1,000 人の未熟児等が、質の高い医療サービスを

得られる。 

 

2）間接効果 

① 母子保健に関連した医療サービス機能の向上により、ムンバイ市及びその隣接地域におけ

る妊産婦死亡率、乳児死亡率の引き下げが期待される。 

② サー･ジェイ･ジェイ病院は、グラント医科大学の教育機関でもあることから、本機材整備

を通じて年間約 550 人の医学生に効果的な臨床的研修が提供される。 

 

4-2 課題・提言 

 上述のように、本プロジェクトは多大な効果が期待され、実施の意義は大であると考える。な

お、本事業効果がより発現・持続するために以下の点につき改善、整備することが肝要である。 

 

1） 本プロジェクトは、現在不足している医療機材を調達し、各計画対象施設の医療活動の充

実を図り、インド国｢マ｣州の保健医療状況の向上をハード面から支援するものである。イ

ンド国はソフト面の整備、例えば医療従事者、定期的な再教育制度の確立を通じ、医療現

場における、医療サービスの質的向上の推進、住民への保健医療に対する認識を高め、早

期診断・早期治療によるコストのかからない医療体制を確立が急務と考える。 

 

2） 計画対象施設には一応の保守・技術担当者は配備されているが、医療機材全般に関する保

守・維持管理体制は未整備のため、機材の修理の対応は、修理の優先度、緊急度、予算計

画に関係なく各部門単位の決済で行われている施設全体の機材運営計画を策定し、保守維

持管理予算に見合った維持管理計画を実施するためにはバイオエンジニアによるマネジメ

ントが必須であると考える。 
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4-3 プロジェクトの妥当性 

 本協力事業の実施は、以下により妥当であると判断する。 

① 本プロジェクトの裨益対象が貧困層を含む一般国民であり、地域住民の約 70％であること。 

② 本プロジェクトの目標が BHN に合致し、住民の医療保健事情の改善、特に都市スラム住民

の感染症対策のために緊急的にもとめられているプロジェクトであること。 

③ インド国｢マ｣州政府が独自の資金と人材・技術で運営・維持管理を行うことができ、過度

に高度な技術を必要としないこと。 

④ インド国｢マ｣州政府の保健医療計画の目標達成に資するプロジェクトであること。 

⑤ 過度に収益性の高いプロジェクトでなく、収益は施設や機材の運営・維持管理を円滑に行

うために活用されることが期待できる。 

⑥ 我が国の無償資金協力の制度により、特段の困難なくプロジェクトが実施可能であること。 

 

4-4 結論 

 本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広くイ

ンド国民の BHN の向上に寄与するものであることから、協力対象事業に対して、我が国の無償資

金協力を実施することの妥当性は確認される。また、プライマリーヘルスケアの中でも家族福祉

政策に力を注ぐインドにとって優先度の高い母子保健を中心とした協力であることから、出産可

能年齢女性、5歳未満の小児を中心とした地域住民への高い裨益効果が見込まれる。さらに、本

プロジェクトの運営・維持管理についても、インド国側体制は人員・資金ともに十分であり、問

題ないと考えられる。さらに、前述の提言で指摘したインド国側の人材の再教育、維持管理体制

のソフト面の強化により、本プロジェクトはより円滑かつ効果的に実施しうると考えられる。 
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1.調査団員・氏名 



1. 調査団員・氏名 

本格調査時 

放生 雅章 総括 
国立国際医療センター 
国際医療協力局 
派遣協力課 

武藤 亜子 計画管理 
国際協力事業団 
無償資金協力部 業務二課 

木村 新一 業務主任／運営維持管理計画 ビンコー株式会社 

岩崎 賢二 機材計画 ビンコー株式会社 

朝吹 正行 設備計画 ビンコー株式会社 

小川 貴志 調達計画／積算 ビンコー株式会社 

 
概要書説明時 

武藤 亜子 総括 
国際協力事業団 
無償資金協力部 業務二課 

木村 新一 業務主任／運営維持管理計画 ビンコー株式会社 

岩崎 賢二 機材計画 ビンコー株式会社 

小川 貴志 調達計画／積算 ビンコー株式会社 
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2.調査行程 



2.　調査行程

本格調査日程表

順 日付 曜 官団員 木村新一 岩崎賢二 朝吹正行 小川貴志 調査地
2003年 業務主任/病院

運営管理計画
機材計画 設備計画 調達計画/積算

1 1/19 日 デリー

2 1/20 月 デリー

3 1/21 火 ムンバイ

4 1/22 水 ムンバイ

5 1/23 木 カマ・アンド・アルブレス母子病院調査 ムンバイ

6 1/24 金 サー･ジェイ・ジェイ病院調査 ムンバイ

7 1/25 土 ムンバイ

8 1/26 日 団内会議 移動：ムンバイ→デリー ムンバイ
／デリー

9 1/27 月

病院関係者とミニッツ協議

保健省とミニッツ協議

10 1/28 火 病院関係者及び保健省とミニッツ協議、調印

11 1/29 水 ムンバイ
／デリー

12 1/30 木 在インド日本大使館調査中間報告 サー・ジェイ・ジェイ病院調査 ムンバイ

JICAインド事務所調査中間報告

移動：デリー→
成田
(帰国、1/31成
田着）

移動：デリー→ムンバ
イ
(業務主任、本隊に合
流）

13 1/31 金 ムンバイ

14 2/1 土 ムンバイ

15 2/2 日 移動：ムンバイ→
デリー→成田
（帰国、2/3成田
着）

ムンバイ

16 2/3 月 ムンバイ

17 2/4 火 ムンバイ

18 2/5 水 デリー

19 2/6 木 デリー

20 2/7 金

移動：デリー→成田
(業務主任・機材計画団員帰国）

→成田着

サー・ジェイ・ジェイ病院調査

移動：ムンバイ→デリー

UNFPAデリー事務所調査

世界保健機構デリー事務所調査

JICAインド事務所調査概要報告

在インド日本大使館調査概要報告

ＧＴ病院、ｾﾝﾄ･ｼﾞｮｰｼﾞ病院（レファラル
医療施設）調査

ユニセフ聞き取り調査

資料整理、団内会議

現地医療機材メーカー・販売代理店調査

サー・ジェイ・ジェイ病院調査

類似施設調査(民間病院）およびサー・ジェイ・ジェイ病院調査

サー・ジェイ・ジェイ病院調査 デリー医療機材メーカーお
よび現地代理店調査

ムンバイ医療機材メーカー
および現地代理店調査

サー・ジェイ・ジェイ病院調査

マハラシュトラ州大蔵省表敬、協議、打合せ

サー・ジェイ・ジェイ病院調査

カマ・アンド・アルブレス母子病院調査

インド大蔵省表敬、協議、打合せ

インド保健家族福祉省表敬、協議、打合せ

移動：デリー→ムンバイ

移動：ムンバイ→デリー
（官ベース団員、業務主任）

インド大蔵省ミニッツ調印

インド保健家族福祉省とミニッツ調印

カマ・アンド・アルブレス母子病院
調査

サー・ジェイ・ジェイ病院調査

サー・ジェイ・ジェイ病院調査

出発：成田→デリー→ムンバイ
（設備、調達計画団員、本隊に合流）在インドムンバイ日本領事館表敬、協議、打合せ

マハラシュトラ州保健省表敬、協議、打合せ

コンサルタント団員

出発：成田→デリー

JICA インド事務所表敬、協議、打合せ

在インド日本大使館表敬、協議、打合せ

ムンバイ
／デリー

移動：デリー→成田
(帰国、1/29成田着）

デリー医療機材メーカーお
よび現地代理店調査

ムンバイ
／デリー
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概要書説明調査日程表

順 日付 曜 官団員 木村新一 岩崎賢二 小川貴志

業務主任/病院
運営管理計画

機材計画 調達計画/積算

1 3/2 日

2 3/3 月

3 3/4 火

4 3/5 水

5 3/6 木

6 3/7 金

協議議事録協議

移動：ムンバイ→ロンドン

7 3/8 土

8 3/9 日 移動：ムンバイ→デリー

9 3/10 月 中央政府保健家族福祉省と最終協議

｢マ｣州保健家族福祉省と協議議事録（ミニッツ）締結

移動：デリー→シンガポール

10 3/11 火 成田着

｢マ｣州保健家族福祉省と協議議事録（ミニッツ）案協議

マハラシュトラ州保健局表敬、協議、打合せ

サー・ジェイ・ジェイ病院と方針会議 （基本設計調査概要書の説明）

カマ・アンドアルブレス母子病院関係者と方針会議（基本設計調査概要書の説明）

インド国、保健家族福祉省、協議、打合せ

インド国、大蔵省経済局表敬、協議、打合せ

移動：デリー→ムンバイ

ムンバイ日本領事館、打合せ

コンサルタント団員

出発：成田→デリー

在インド日本大使館、打合せ

JICA インド事務所、打合せ
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3.関係者（面会者）リスト 



3. 関係者（面会者）リスト 

インド国中央政府 

経済省 

局長 Mr. Ajay Seth 

次長 Ms. S. Choudley 

課長 Mr. Patnik 

保健家族福祉省 

ジョイントセクレタリ Mr. S.S. Brar, IAS 

局長 Mr. N.N. Sinha, IAS 

 

マハラシュトラ州政府 

財務部 

次官 Shri A.K.D. Jadhav 

保健家族福祉省 

大臣 Shri D. Khanvilkor 

医療教育・薬品局 

次官 Mr. G.S. Gill 

局長（医療教育調査局） Dr. Taware 

職員 Dr. Bijawe 

家族福祉局 

次官 Mr. Manmoham Sinh 

 Dr. Subhash Salunke 

 

サー･ジェイ･ジェイ病院 

学長（基本設計調査時） Dr. S.G. Deshpande 

（グラント医科大学およびサー･ジェイ･ジェイ病院グループ） 

学長（概要書説明調査時） Dr. M.G. Daver 

（グラント医科大学およびサー･ジェイ･ジェイ病院グループ） 

内科部長 Dr. Alaka Deshpande 

（無償資金協力コーディネーター） 

脳神経外科部長 Dr. D.A. Palande 

産婦人科部長 Dr. C.R.G. Daver 

小児科部長 Dr. A.M. Rasod 

小児外科部長 Dr. Jyotsna Kirtane 

整形外科部長 Dr. Ajeys Chenelemuale 

眼科部長 Dr. T.P. Lhane 

物理療法室長 Ms. A.S. Vhora 

微生物学室長 Dr. Abhay Chowdhray 

病理学室長 Dr. Lata Bhandrakar 

生化学検査室長 Dr. A.K. Bhutey 

助教授(薬学) Dr. D.R. Mhasde 

講師 Dr. Vcupn Velbo 

講師 Dr. Vijay Hire 
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講師（産婦人科） Dr. Deepali Bhatte 

眼科レジデント Dr. Rurit R. Nikam 

調査員（PMTCT Project） Dr. V.S. Patil 

 

カマ･アンド･アルブレス母子病院 

院長 Dr. S.M. Tayade 

副院長 Dr. M.S.Nagle M.D.DGO 

教授(産婦人科) Dr. Deepti Dongaonkar 

助教授(小児科) Dr. S.R. Daga 

助教授(産婦人科) Dr. V.A. Hishikar 

助教授(産婦人科) Dr. M.A. Patel 

医局員 Dr. Rupa Meshram 

医局員 Dr. V. Charijhan B.T.O. 

営繕部員 Ms. Shri Sawant R.D. 

 

UNFPA 

シニアアドバイザー Mr. V. Srinivasan 

 

WHO 

国際職員 Dr. A.K. Patwari 

 

UNICEF 

アシスタントオフィサー 園田 あや 

 Ms. Judith D'costa 

 

在インド日本大使館 

参事官 小林 浩史 

一等書記官 金井 尚 

 

在ムンバイ日本総領事館 

総領事 伊達 秀雄 

首席領事 寒川 富士夫 

専門調査員 義村 浩司 

 

ＪＩＣＡインド事務所 

所長 酒井 利文 

次長 武  徹 

所員 松元 隆 

所員 Mr. R. Dinakar 
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4.当該国の社会経済状況 
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5.討議議事録 



8



9



10



11


	第3章 プロジェクトの内容
	3-3 相手国分担事業の概要
	3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画
	3-5 プロジェクトの概算事業費
	3-5-1 概算事業費
	3-5-2 運営・維持管理費


	第4章 プロジェクトの妥当性の検証
	4-1 プロジェクトの効果
	4-2 課題・提言
	4-3 プロジェクトの妥当性
	4-4 結論

	【資料】
	1.調査団員・氏名
	2.調査行程（本格調査、概要書説明調査）
	3.関係者（面会者）リスト
	4.当該国の社会経済状況（国別基本情報抜粋）
	5.討議議事録（M/D）（本格調査、概要書説明調査）
	MINUTES OF DISCUSSIONS ON THE BASIC DESIGN STUDY
	ATTACHMENT





